
ＪＣＯ臨界事故２５周年集会アピール（案） 

ＪＣＯ 臨界事故は１９９９年９月３０日１０時３０分に、ウラン加工工場の転換試験棟で起こり、

一昼夜臨界状態が続き翌１０月１日、６時３０分に終息したこの２０時間のあいだ居住地に中性子

線を主に放射線が放出され、住民は被ばくした。しかも臨界直後の２５分間に総線量の半分が放出

されたとされるから，住民は事故を知る前に被ばくしていたのだ。この事実は居住地と離隔のない

原子力施設の危険を改めて示した。 

この事故は、チェルノブイリ事故・スリーマイル島事故についで世界第三番目の規模に達し、作

業員２名の死亡を含む３人が急性放射線障害で労災認定された。日本の原子力事故で死亡者が出た

のは初めてである。国の線量評価では６６０名を超える被ばく者と、うち年間線量限度ｌｍｓｖ超

えの被ばく住民は１１９名と記録されている。 

事故の直接的原因は、酸化ウラン粉末を均一の濃度の硝酸ウラニル溶液に加工する施設として国

の認可を受けていない施設や道具を使って、かつ形状管理していない沈殿槽という装置に臨界量以

上のウランを含む溶液を投入したことにあった。本来あってはならない違法行為が白昼行われたの

である。これには、国の監視に手抜きがあり、認可してもいない工程での作業を見逃すという不作

為も大いに関係していたことが明らかにされている。 

被ばくを強いられた住民が村内放送で事故を知ったのは発生２時間後の１２時半であり、３５０

ｍ圏内の住民にｌｋｍ先の避難所への避難を、国の無策のなか独自に東海村が要請したのは、４時

間３０分後の午後３時であった。そして翌朝、臨界が収束したが住民の屋内退避解除は１日午後３

時３０分に、さらに避難者の避難解除は翌２日午後６時３０分になった。この間住民は制限された

情報の中、放射線に怯えて不安と焦燥の時間を強いられたのである。屋内退避解除後の放射能汚染

検査会場への長蛇の列はその恐怖の確かな証明である。 

この住民の体験とは裏腹に、国の事故調査委員会は、確定的な影響をもたらす線量ではなく、確

率的な影響も見出しがたい線量のレベルであったと放出線量評価を行い、住民の被ばく認定や補償

の道を閉ざしてしまった。住民個々の推定被ばく線量調査でも過小評価が疑われている。ともあれ、

このような評価に立って、「不安解消のためと」して住民健康診断を国の予算で茨城県が実施するこ

とになった。この年一回の健診は今も続けられている。 

以上は、ＪＣＯ 臨界事故状況のあらましであり、記憶すべき事態の要点である。私たちはこの内

容を語り継ぎ、ここから学び取る教訓を次の事態に対する糧にしなければならない。 

この地域で今焦点となっているのは、東海第二原発の再稼働問題である。人口過密地帯に立地し

運転開始から４７年になる超老朽原発で、防潮堤の不良工事が内部告発で明らかになったり、中央

制御室の火災をはじめ頻発する火災を起こし、運転習熟要員も少ないなかでの安全な運転を期待す

るのは無理である。臨界事故の教訓を踏まえれば、再稼働の選択はない。日本原電は東海第二原発

を廃炉にする手だてに入るべきである。 
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ＪＣＯ 臨界事故２６周年集会参加者一同 


